
屋外広告物条例 景観計画
規制地域 : 地域区分

第1種許可地域：耳納連山山辺地域
東部田園地域
西部田園地域
周辺市街地の一部

（第一種、第二種低層住居専用地域）

第2種許可地域：中心市街地
周辺市街地

（第一種、第二種低層住居専用地域を除く）

禁 止 地 域：条例4条1項に規定する地域

【久留米市屋外広告物の地域区分図】


